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～ 岩 手 県 中 小 企 業 振 興 第 ３ 期 基 本 計 画 の 概 要 ～

5,402

第３章 目指す姿第１章 計画の基本的な考え方

中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、
持続可能で活力ある地域経済の振興を図るために制定。（Ｈ27.4.1施行）

基本理念（条例第３条）

中小企業者の新たな事業分野の開拓や経済的社会的環境の変化に対応し
た経営の向上に向けた自主的な努力の促進を図ること。

中小企業者による魅力ある多様な就業の機会の創出や中小企業者の事業
活動により地域において生産される商品の消費等の促進を図ること。

中小企業の振興に当たっては、県、市町村、中小企業者、県民、教育機関、
中小企業関係団体その他の関係機関及び関係団体が参加し、連携し、及び
協力するよう努めること。

⇒本計画は、条例第３条の「基本理念」を基本的な考え方とし、前計画の実施
内容等を踏まえ、中小企業の振興に関する施策を継続的に推進。

令和５年度から令和８年度までの４年間

計画期間

いわて県民計画（2019～2028）との関係

いわて県民計画（2019～2028）「長期ビジョン」、第２期アクションプラン「復興
推進プラン」、「政策推進プラン」等における基本的な考え方や政策推進の基
本方向等を踏まえ、一体的に推進。
（いわて県民計画（2019～2028）の政策の体系における「仕事・収入」分野をは
じめ、各政策分野の中小企業振興施策を条例に基づいて横断的に推進。）

中小企業振興条例

前計画における主な施策の実施内容

・

1

2

3

33,263

5,402

・ 東日本大震災津波からのなりわいの再生、新しい三陸の創造
⇒先進事例 ： ロッツ株式会社（大船渡市） （61ページ）

・ コロナ禍等からの事業継続支援、社会経済情勢の変化に対する自己変革力の向上

⇒先進事例 ： 前野モータース（葛巻町） （67ページ）

・ デジタル技術等による労働生産性の向上、労働力確保、若者・女性等が働きやすい
雇用・労働環境の構築

⇒先進事例 ： 株式会社八木澤商店（陸前高田市） （75ページ）

・ 起業、スタートアップ及び事業承継の推進
⇒先進事例 ： 炎重工株式会社（滝沢市） （79ページ）

第２章 中小企業・小規模企業者の現状と課題

前計画により、平成31年度から令和４年度までの計画期間において、延べ613
事業、4,197億円の中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進。

R1
4兆6,052億円

R1
790万円

R3開業率

県 2.7％

62.0才

60.1才R3廃業率
県 2.9％

（出典：R1県民経済計算）

（出典：㈱帝国データバンク）（出典：厚生労働省「雇用保険事業年報」（H22～R3））

条例第７条～11条に基づき、次の施策を推進する。

１ 事業活動を担う人材の確保・育成及び広報活動の充実

２ 新たな商品・役務の開発、研究成果の事業化、新たな販売先の開拓等による事業規模の

拡大等の支援

３ 新たな事業活動の実施等に必要な資金の円滑な供給

４ 経営に関する相談、指導、研修等に係る体制整備等

５ 中小企業者の自主的な努力を促進するために必要な環境整備

６ 地域資源を活用した商品・役務の販売先・提供先の開拓、新たな地域資源の発掘等

７ 創業、円滑な事業承継の支援

８ 小規模企業者への支援

９ 雇用環境の整備に対する支援等

１０ 消費の促進等

推進体制（産業支援機関、大学等との緊密な連携）

施策の実施状況の公表

中小企業の受注機会の確保

市町村との連携

積極的な情報発信等

第５章 計画推進に向けて

目指す姿①・②・③の実現に向け、資金、商品・サービス、人材・雇用、

資源、エネルギー、情報など、地域の経済を地域で回す

⇒持続可能で活力ある循環型の地域経済へ

県内中小企業が、付加価値の高
い商品やサービスをつくり出すこ
とにより、企業としての魅力を高
めています。
〔目指す姿指標〕

従業者一人当たりの付加価値額

目指す姿① 企業の魅力向上

目指す姿② 働きやすい環境

県内中小企業が、働きやすい環境を
整備し、労働者一人一人の生産性を
高め、やりがいと生活を支える所得
が得られる仕事を提供しています。

〔目指す姿指標〕

総実労働時間、高卒者の県内就職率

県民をはじめ、国内外の消費者にも、
県内中小企業が提供する商品や
サービスについての共感が得られ、
利用が進んでいます。
〔目指す姿指標〕

県の官公需契約件数に占める中小企業との

契約件数の割合

目指す姿③ 利用の促進

4,874

38,779 38,737 37,306

5,213

（出典：中小企業白書2022）

5,402

33,837 33,263 32,022

【前計画を踏まえた今後の課題】

（１） 東日本大震災津波からのなりわいの再生
・ 被災地域の経済を支える中小企業の事業再開や経営力向上に向けた取組への支援、まちづ

くりと連動したにぎわいの創出や地域特性を生かした産業の振興、新たな交通ネットワークの活

用などにより誘客を促進しながら、三陸の観光資源の発掘・磨き上げ、新たな魅力の発信に取り

組みました。

・ 東日本大震災津波からの復興は、引き続き県の最重要課題であり、事業者の販路回復や従

業員確保への支援、主要魚種の不漁対策などに、引き続き取り組む必要があります。
（２） 経営力の強化や生産性の向上、新たな事業活動
・ 商工指導団体等と連携し「経営革新計画」の策定を支援するなど、新型コロナウイルス感染

症等の影響を受ける中小企業者が、ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応した取組みを支

援しました。

・ 中小企業でもデジタル技術やデータ利活用のための環境の導入が、容易なものとなっている

ことから、デジタル技術を活用した労働生産性の向上を図っていく必要があります。

・ 商業者や商店街に専門家を派遣し、個店の経営力の向上や商店街活性化の取組を支援しま

した。

・ 商圏人口の減少、大規模小売店舗等との競争、後継者不足等、内外の厳しい環境は続いて

おり、多様化する社会のニーズに対応した、にぎわいの創出や新たな商品・サービスの提供に

努める必要があります。

・ また、コロナ禍や原油高・原材料価格の高騰等の影響を受けている中小企業者の、事業継続

を引き続き支援していく必要があります。

（３） 円滑な事業承継
・ 小企業者が行う事業承継に向けた準備を早期かつ計画的に進めるため、商工会、商工会議

所などの商工指導団体が、各関係機関と連携して事業承継診断を実施しています。

・ 県内の経営者の高齢化は、全国を上回って進行しており、また、本県の開業率は依然として

廃業率を下回っていることから、円滑な事業承継が求められています。

・ 引き続き、商工指導団体や産業支援機関等と連携して、事業承継を促進するための施策を

展開します。

（４） 人材の確保、働き方改革
・ 県内の雇用環境は、令和４年10月の県内の有効求人倍率が1.37倍と、114か月連続で１倍超

であり、コロナ禍にあっても大幅な悪化は見られず堅調に推移している一方、自動車・半導体関

連産業を中心に、どの業種も人材確保が課題となっています。

・ 従業員それぞれのやりがいのある仕事と充実した生活の調和の実現に向けて、経営者と従

業員が一体となって、働き方改革に取り組む必要があります。

・ デジタル技術を活用した兼業、副業人材の活用等、新たな労働力確保を促進する必要があり

ます。

第４章 推進する施策

重点取組事項

具体的施策

 総事業数 事業規模 （参考）県全体の予算規模 

令和元年度 161 事業 1,332 億円 9,355 億円 

令和２年度 156 事業 1,305 億円 9,323 億円 

令和３年度 146 事業 862 億円 8,105 億円 

令和４年度 150 事業 698 億円 7,922 億円 

計 613 事業 4,197 億円  
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